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１ 

 

７年市長提出第３７号議案  

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。  

令和７年２月２８日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

瀬戸市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年瀬戸市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ

る。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによ

る。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは

水防従事者又は応急措置従事者（以下「消防

作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことにより死亡し、負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の

状態となった場合には、９，７００円とする

。ただし、その額がその者の通常得ている収

入の日額に比して公正を欠くと認められると

きは、１万４，５００円を超えない範囲内に

⑵ 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは

水防従事者又は応急措置従事者（以下「消防

作業従事者等」という。）が消防作業等に従

事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことにより死亡し、負

傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の

状態となった場合には、９，１００円とする

。ただし、その額がその者の通常得ている収

入の日額に比して公正を欠くと認められると

きは、１万４，２００円を超えない範囲内に



 

２ 

 

おいてこれを増額した額とすることができる

。 

おいてこれを増額した額とすることができる

。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事

者若しくは応急措置従事者（以下「団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみ

ちがなく主として団員等の扶養を受けていたも

のを扶養親族とし、扶養親族のある団員等につ

いては、前項の規定による金額に、第１号に該

当する扶養親族については１人につき１００円

を、第２号に該当する扶養親族については１人

につき３８３円を、第３号から第６号までのい

ずれかに該当する扶養親族については１人につ

き２１７円を、それぞれ加算して得た額をもっ

て補償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事

者若しくは応急措置従事者（以下「団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみ

ちがなく主として団員等の扶養を受けていたも

のを扶養親族とし、扶養親族のある団員等につ

いては、前項の規定による金額に、第１号又は

第３号から第６号までのいずれかに該当する扶

養親族については１人につき２１７円を、第２

号に該当する扶養親族については１人につき３

３３円を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とする。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後

の最初の４月１日から２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある子がいる団員

等については、前項の規定にかかわらず、１６

７円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数

に乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額をもって補償基礎額とするものとする。 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後

の最初の４月１日から２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間（以下この項におい

て「特定期間」という。）にある子がいる団員

等については、前項の規定にかかわらず、１６

７円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数

に乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額をもって補償基礎額とするものとする。 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団長及

び副団

長 

円 

１２，９００ 

円 

１３，７００ 

円 

１４，５００ 

分団長

及び副

分団長 

１１，３００ １２，１００ １２，９００ 

部長、 ９，７００ １０，５００ １１，３００ 

階級 勤務年数 

 １０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団長及

び副団

長 

円 

１２，５００ 

円 

１３，３５０ 

円 

１４，２００ 

分団長

及び副

分団長 

１０，８００ １１，６５０ １２，５００ 

部長、 ９，１００ ９，９５０ １０，８００ 



 

３ 

 

班長及

び団員 
 

班長及

び団員 
 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市消防団員等公務災害補償条例第５条第

２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給す

べき事由の生じた瀬戸市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規

定する公務災害補償（以下「公務災害補償」という。）並びに同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規

定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第

６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）に

ついて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償（傷病補

償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間

に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。  

 

 （理 由） 

この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め

る政令（昭和３１年政令第３３５号）の一部改正に伴い、瀬戸市消防団員

等公務災害補償条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  



４ 

 

７年市長提出第３８号議案  

瀬戸市国民健康保険条例の一部改正について  

瀬戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。  

令和７年２月２８日提出  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

瀬戸市国民健康保険条例（昭和３６年瀬戸市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１１条の６ 第８条の基礎賦課額は、６６万円

を超えることができない。 

第１１条の６ 第８条の基礎賦課額は、６５万円

を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１１条の６の１２ 第１１条の６の３の後期高

齢者支援金等賦課額は、２６万円を超えること

ができない。 

第１１条の６の１２ 第１１条の６の３の後期高

齢者支援金等賦課額は、２４万円を超えること

ができない。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第８条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６６万円を超える場合には、６６万円）

とする。 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、

第８条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６５万円を超える場合には、６５万円）

とする。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２

 ⑵ 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２



５ 

 

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては

、同号に定める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に３０万５千円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額

とを合算した額 

  ア及びイ ＜省略＞ 

 ⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加えた金額）に５６万円に当該年度の

保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保険

者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前２号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額

第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては

、同号に定める金額に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に２９万５千円に当該年度

の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日と

する。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であって前号に

該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額

とを合算した額 

ア及びイ ＜省略＞ 

 ⑶ 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加えた金額）に５４万５千円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生した日

とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって前２

号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ



６ 

 

とを合算した額 

  ア及びイ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６６万円」とある

のは「２６万円」と、前項中「第１１条」とあ

るのは「第１１条の６の６」と読み替えるもの

とする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第８条」とあるのは「第１

１条の８」と、「６６万円」とあるのは「１７

万円」と、第２項中「第１１条」とあるのは「

第１１条の１１」と読み替えるものとする。 

る額とを合算した額 

  ア及びイ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６５万円」とある

のは「２４万円」と、第２項中「第１１条」と

あるのは「第１１条の６の６」と読み替えるも

のとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第８条」とあるのは「第１

１条の８」と、「６５万円」とあるのは「１７

万円」と、第２項中「第１１条」とあるのは「

第１１条の１１」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１６条の４ 当該年度において、世帯に出産被

保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。）がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第８条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６６万円を超える場合には、６６万円）

とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

第１６条の４ 当該年度において、世帯に出産被

保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。）がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第８条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が６５万円を超える場合には、６５万円）

とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６６万円」とある

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６５万円」とある



７ 

 

のは「２６万円」と、前項中「第１１条」とあ

るのは「第１１条の６の６」と読み替えるもの

とする。 

のは「２４万円」と、前項中「第１１条」とあ

るのは「第１１条の６の６」と読み替えるもの

とする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ。」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、「第８条」とあるのは「第１１条の８」と、

「６６万円」とあるのは「１７万円」と、第２

項中「第１１条」とあるのは「第１１条の１１

」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ。」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、「第８条」とあるのは「第１１条の８」と、

「６５万円」とあるのは「１７万円」と、第２

項中「第１１条」とあるのは「第１１条の１１

」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第１６条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に出産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第８条の

基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６６万円を超え

る場合には、６６万円）とする。 

５ 当該年度において、第１６条に規定する基準

に従い保険料を減額するものとした納付義務者

の世帯に出産被保険者がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第８条の

基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）とする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

６ ＜省略＞ ６ ＜省略＞ 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６６万円」とある

のは「２６万円」と、前項中「第１１条」とあ

るのは「第１１条の６の６」と読み替えるもの

とする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額

の減額について準用する。この場合において、

第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢

者支援金等賦課額」と、「第８条」とあるのは

「第１１条の６の３」と、「６５万円」とある

のは「２４万円」と、前項中「第１１条」とあ

るのは「第１１条の６の６」と読み替えるもの

とする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において

、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産



８ 

 

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に

限る。以下この項において同じ。）」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、「第８条」とあるのは「第１１条の８」と、

「６６万円」とあるのは「１７万円」と、第６

項中「第１１条」とあるのは「第１１条の１１

」と読み替えるものとする。 

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に

限る。以下この項において同じ。）」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と

、「第８条」とあるのは「第１１条の８」と、

「６５万円」とあるのは「１７万円」と、第６

項中「第１１条」とあるのは「第１１条の１１

」と読み替えるものとする。 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市国民健康保険条例の規定は、令和７年

度分の保険料から適用し、令和６年度分までの保険料については、なお

従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６

２号）の一部改正等に伴い、瀬戸市国民健康保険条例中所要の事項を改正

するため必要があるからである。  

 

 


